
教育振興課会計年度任用職員募集要項 
 

【募集受付期間】 

 令和６年１月３１日（月曜日）から採用予定者が決定するまで 

 上記期間内で、市役所開庁日の８時３０分から１７時１５分までの間に、募集

申込書（指定の様式）を教育振興課教育政策係へ持参又は郵送してください。 

 ※郵送による申込の場合、市役所に申込書が届いた時点で採用予定者が既に

決定しているときは、受付を行いません。 

 ※応募書類の返却はしません。 

 ※応募条件等の欄に記載された資格のうち、資格を証する書類の写しの添付

が必要とされているものについては、その写しを添付してください。 

 

【採用予定数】 

 １人 

 

【選考方法】 

 書類及び面接による選考を行います。 

 面接日は、応募者と相談の上、決定します。 

 

【選考結果の通知】 

 面接後、上記の選考結果を郵送で通知します。 

 

【応募条件等】 

次に掲げる地方公務員法第１６条各号の規定に該当する方は、応募すること

ができません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

・荒尾市の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過し

ない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した者 

その他応募に当たって必要な資格、免許、経験等は、次のとおりです。 

・司書の資格を有する者（資格を証する書類の写しを添付してください。）又

は学校司書若しくは図書館職員として実務経験のある者 
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【職名及び職務内容】 

   職名：学校司書 

 職務内容：図書業務全般及びその他学校長が必要と認める業務  

 

【任用期間】 

 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 ※令和６年４月１日以降に採用が決定した場合は、採用予定者と協議の上採

用日を決定します。 

 ※勤務成績が良好な場合は、任用期間終了後、再度の任用を行うことがありま

す。 

  

【条件付採用期間】 

 上記任用期間のうち、採用されてから１月（採用後１月の勤務日数が１５日に

満たない場合は、勤務日数が１５日に達する日まで）は、条件付採用期間となり

ます。条件付採用期間を良好な成績で勤務した場合に、正式採用となります。 

 

【勤務日及び休日】 

勤務日：月曜日から金曜日までの週５日 

休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

 ※ただし、業務の都合により休日に勤務を命じる場合があります。 

 

【勤務時間】 

 １日６時間勤務で、始業時間及び終業時間は次のとおり。 

 （小学校勤務）原則として、８時３０分から１５時３０分まで 

 （中学校勤務）原則として、９時から１６時まで 

 （原則として、休憩時間は、１２時から１３時までの６０分） 

 ※ただし、業務の都合により、上記時間以外の時間に勤務を命じる場合や勤務

時間の割り振りの変更（始業又は終業時間の変更）を行う場合があります。 

 

【勤務場所】 

 小学校勤務の場合、いずれかの２校 

① 荒尾市荒尾９８１番地２    荒尾市立荒尾第一小学校 

荒尾市桜山町三丁目２５番１号 荒尾市立桜山小学校 

② 荒尾市万田６９６番地１    荒尾市立万田小学校 

荒尾市牛水１５５５番地    荒尾市立清里小学校 

③ 荒尾市野原１４６１番地    荒尾市立八幡小学校 



荒尾市上井手１１０８番地   荒尾市立平井小学校 

④ 荒尾市荒尾４２３８番地    荒尾市立緑ケ丘小学校 

荒尾市一部３０５番地     荒尾市立有明小学校 

⑤ 荒尾市荒尾４０４３番地    荒尾市立中央小学校 

荒尾市樺２３１３番地２    荒尾市立府本小学校 

 

中学校勤務の場合、いずれか１校 

   荒尾市荒尾１８２８番地    荒尾市立荒尾海陽中学校 

荒尾市本井手７００番地    荒尾市立荒尾第三中学校 

荒尾市野原１５２８番地    荒尾市立荒尾第四中学校 

 

【報酬等】 

月額 １２５，４９６円～１３６，３３５円  毎月２１日支払い 

また、上記報酬以外に、会計年度任用職員に関する条例等の定めるところによ

り、支給要件を満たす場合に、時間外勤務報酬、通勤費等が支給されます。 

※報酬は、上記の金額の範囲内で、今回募集する職と同一の職務経験の年数に

応じて決定されます。 

※欠勤等があった場合は、その分の報酬を減額します。 

※人事院勧告等により報酬の改定があった場合は、金額が変更される場合が

あります。 

 ※通勤費は、通勤距離が２㎞以上の場合に限ります。 

 

【休暇】 

 任用期間に応じて、任用時に有給休暇が付与されます。また、荒尾市会計年度

任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところにより、特別休暇（忌

引休暇、産休等）が取得できます。 

 

【服務】 

 信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限等の地方公

務員法に規定する服務に関する規定が適用されます。 

 

【社会保険】 

 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。 

 ※所定勤務時間等の状況により、社会保険の加入要件を満たさない場合は、適

用がありません。 

 



【公務災害補償】 

公務上の傷病については、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償

されます。 

 

【問い合わせ先】 

 〒８６４－８６８６ 

 荒尾市役所教育委員会教育振興課教育政策係 

 電話 ０９６８－６３－１６４７ 

 

 


